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                             議案第４６号  

 

   学校給食費請求事件の訴えの提起に関する意見決定の件 

 

 西宮市長が学校給食費請求事件の訴えを提起するに当たり、地方教育行政の組織及び運

営に関する法律第２９条に基づき提示すべき意見について、別紙のように決定する。 

 

  令和６年１２月１２日提出 

 

                       西宮市教育委員会 

教育長 藤 岡 謙 一 
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（別 紙） 

 

   学校給食費請求事件の訴えの提起に関する意見 

 

 学校給食費請求事件の訴え提起の件については、異議ありません。 

 

   令和６年１２月１２日 

 

                          西宮市教育委員会  
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学校給食費請求事件の訴え提起について 

 

１  訴えの事件名 

学校給食費請求事件 

２  訴えの相手方 

 

相 手 方 未 納 額 

●●●●●●●●●●●●●●●●● 
４９８，３７２円 

●●●●、●●●● 

 

３  訴えの趣旨 

学校給食費未納金及びこれに対する遅延損害金の支払を求める。 

 

４  訴訟方法等 

控訴、上告、和解、調停その他本件処理に関する事項は、市長に一任する。 

 

 

（参考） 

〇地方自治法 抜粋 

第９６条 普通地方公共団体の議会は，次に掲げる事件を議決しなければならない。 

（12）普通地方公共団体がその当事者である審査請求その他の不服申立て，訴え

の提起、和解、あっせん、調停及び仲裁に関すること。 

 

〇訴えを提起する理由 

①相手方は、本市が実施する学校給食を受けた生徒の保護者であるが、これまで多額

の学校給食費を滞納し、本市の再三にわたる督促又は催告にもかかわらず学校給食

費を納付しなかった。 

②本市は、相手方に対し、相手方が滞納している学校給食費の支払を求めて、令和６

年９月１３日に裁判所へ「支払督促の申立て」を行った。相手方は、同年１０月４

日に、裁判所へ「督促異議申立書」を提出したため、同年１０月１８日に「支払督

促の申立て」を取り下げ、学校給食費及び遅延損害金の支払を求めて訴えを提起す

るものである。 

 


